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Ⅰ 1 

変更前 変更後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，その区

域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，監視等

を行うことにより，侵入防止及び出入管理（特定核燃料物質の不法な移動及び持ち出し防止含む。）を行うこ

とができる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視するとともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通

信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された区域内においても，施錠管理により，使用済燃

料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報

システム」という。）への不法な侵入を防止する設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷

するおそれがある物件の持込み（郵便物等によるリサイクル燃料備蓄センター外からの爆発物及び有害物質

の持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。以下同じ。）を防止するため，核物質防護対策として情報シス

テムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがないように，当該情報システムに対する外

部からの不正アクセスを遮断することができる設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止するための区域の設定，侵入防止及び出入管理，持込み点

検，情報システムへの外部からの不正アクセス行為の遮断を核物質防護規定等に定め運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－c－1 
 

添付書類 1－1 
 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 (8)  その他の主要な構造 ｃ．人の不法な侵入等の防止 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

ロ．使用済燃料貯蔵施設の一般構造 

(8) その他の主要な構造 

ｃ．ロ(8)-①使用済燃料貯蔵施設への人の不法

な侵入を防止するための区域を設定し，核物

質防護対策として，その区域を人の容易な侵

入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの

壁等の障壁によって区画して，巡視，監視等

を行うことにより，侵入防止及び出入管理

（特定核燃料物質の不法な移動及び持ち出

しの防止措置を含む。）を行うことができる

設計とする。 

ロ(8)-②また，探知施設を設け，警報，映

像等を集中監視するとともに，核物質防護措

置に係る関係機関等との通信連絡を行うこ

とができる設計とする。さらに，防護された

区域内においても，施錠管理により，使用済

燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護の

ために必要な設備又は装置の操作に係る情

報システムへの不法な侵入を防止する設計

とする。 

ロ(8)-③使用済燃料貯蔵施設に不正に爆

発性又は易燃性を有する物件その他人に危

害を与え，又は他の物件を損傷するおそれが

ある物件の持込み（郵便物等によるリサイク

ル燃料備蓄センター外からの爆破物及び有

害物質の持込みを含む。）を防止するため，

核物質防護対策として，持込み点検を行うこ

とができる設計とする。 

ロ(8)-④不正アクセス行為（サイバーテロ

を含む。）を防止するため，核物質防護対策

として，使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料

物質の防護のために必要な設備又は装置の

操作に係る情報システムが，電気通信回線を

通じた不正アクセス行為（サイバーテロを含

む。）を受けることがないように，当該情報

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

 

1.2.11 使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の

防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入，郵便物等

によるリサイクル燃料備蓄センター外からの爆発物

や有害物質の持ち込み及び不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む。）に対し，これを防護するため，核物

質防護対策として以下の措置を講じた設計とする。 

(1) 人の不法な侵入の防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により

区画し，侵入防止及び出入管理を行うことができ

る設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像等，集中監視する

設計とする。 

ｃ．外部との通信連絡設備を設け，関係機関等との

通信連絡を行うことができる設計とする。 

ｄ．防護された区域内においても，施錠管理により，

使用済燃料施設及び特定核燃料物質の防護のた

めに必要な設備又は装置の操作に係る情報シス

テムへの不法な侵入を防止する設計とする。 

(2) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防

止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により

区画し，侵入防止及び出入管理を行うことができ

る設計とする。 

ｂ．区域の出入口において，使用済燃料貯蔵施設に

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれが

ある物件の持込み（郵便物等によるリサイクル燃

料備蓄センター外からの爆発物及び有害物質の

持込みを含む。）が行われないように物品の持込

み点検を行うことができる設計とする。 

(3) 特定核燃料物質の不法な移動及び持ち出しの防

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

 

 

 

1.13 使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止 

ロ(8)-①使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を

防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンク

リート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，監視

等を行うことにより，侵入防止及び出入管理（特定核燃

料物質の不法な移動及び持ち出し防止含む。）を行うこと

ができる設計とする。 

 

ロ(8)-②また，探知施設を設け，警報，映像等を集中

監視するとともに，核物質防護措置に係る関係機関等と

の通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防

護された区域内においても，施錠管理により，使用済燃

料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設

備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報シス

テム」という。）への不法な侵入を防止する設計とする。 

 

 

ロ(8)-③使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易

燃性を有する物件その他人に危害を与え，又は他の物件

を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等による

リサイクル燃料備蓄センター外からの爆発物及び有害物

質の持込みを含む。）を防止するため，核物質防護対策と

して，持込み点検を行うことができる設計とする。 

 

 

ロ(8)-④不正アクセス行為（サイバーテロを含む。以

下同じ。）を防止するため，核物質防護対策として情報

システムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為を

受けることがないように，当該情報システムに対する外

部からの不正アクセスを遮断することができる設計とす

る。 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止するた

 

 

 

 

 

 

設工認のロ(8)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のロ(8)-①を

具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

設工認のロ(8)-②は，

事業変更許可申請書

（本文）のロ(8)-②を

具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

 

設工認のロ(8)-③は，

事業変更許可申請書

（本文）のロ(8)-③を

具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 

設工認のロ(8)-④は，

事業変更許可申請書

（本文）のロ(8)-④を

具体的に記載してお

り整合している。 

 

 

 



ロ－(8)－c－2 
 

添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

システムに対する外部からのアクセスを遮

断する設計とする。 

 

  

 

 

 

 

 

止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により

区画し，侵入防止及び出入管理を行うことができ

る設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像等，集中監視する

設計とする。 

(4) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防

止措置 

ａ．使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護

のために必要な設備又は装置の操作に係る情報

システムについては，電気通信回線を通じた当該

情報システムに対する外部からのアクセスを遮

断する設計とする。 

2. 使用済燃料貯蔵施設の配置 

2.2 設計方針 

(2) 人の不法な侵入等の防止 

使用済燃料貯蔵施設は，核物質防護対策として，

区域への人の不法な侵入の防止措置を考慮した設

計とする。 

2.3 全体配置 

なお，使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防

止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コン

クリート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，

監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行

う。また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視

する設計とする。 

8. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

8.1 概要 

使用済燃料貯蔵施設の附属施設は，消防用設備，電

気設備，通信連絡設備及び人の不法な侵入等防止設備

で構成する。 

8.5 人の不法な侵入等防止設備 

8.5.1 概要 

人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策

として，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンク

リート造りの壁等の障壁，探知設備を設ける。 

8.5.2 試験検査 

人の不法な侵入等防止設備は，法定検査に加え核物質防

めの区域の設定，侵入防止及び出入管理，持込み点検，

情報システムへの外部からの不正アクセス行為の遮断を

核物質防護規定等に定め運用する。 

 

 

 

 

 



ロ－(8)－c－3 
 

添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

護規定に基づく点検が実施可能な設計とする。  
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チ－(5)－1 
 

添付書類 1－1 
 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯蔵の方法 1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 チ．その他使用済燃料貯蔵設備の付属施設の構造及び設備のうち，主要な事項（５）人の不法な侵入等の防止 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

四、使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備並びに貯

蔵の方法 

1. 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備 

チ．その他使用済燃料貯蔵設備の付属施設の構造及

び設備のうち，主要な事項 

(5) チ(5)-①人の不法な侵入等防止設備 

人の不法な侵入等を防止するための設備

を設ける。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.2 使用済燃料貯蔵施設の位置，構造及び設備の基準

に関する規則（平成 25年 12 月 18 日施行）への適

合性 

 

1.2.11 使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の

防止 

適合のための設計方針 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入，郵便物等

によるリサイクル燃料備蓄センター外からの爆発物

や有害物質の持ち込み及び不正アクセス行為（サイバ

ーテロを含む。）に対し，これを防護するため，核物

質防護対策として以下の措置を講じた設計とする。 

(1) 人の不法な侵入の防止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により

区画し，侵入防止及び出入管理を行うことができ

る設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像等，集中監視する

設計とする。 

ｃ．外部との通信連絡設備を設け，関係機関等との

通信連絡を行うことができる設計とする。 

ｄ．防護された区域内においても，施錠管理により，

使用済燃料施設及び特定核燃料物質の防護のた

めに必要な設備又は装置の操作に係る情報シス

テムへの不法な侵入を防止する設計とする。 

(2) 爆発性又は易燃性を有する物件等の持込みの防

止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により

区画し，侵入防止及び出入管理を行うことができ

る設計とする。 

ｂ．区域の出入口において，使用済燃料貯蔵施設に

不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人

に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれが

ある物件の持込み（郵便物等によるリサイクル燃

料備蓄センター外からの爆発物及び有害物質の

持込みを含む。）が行われないように物品の持込

み点検を行うことができる設計とする。 

(3) 特定核燃料物質の不法な移動及び持ち出しの防

 

別添Ⅰ 基本設計方針 

 

 

 

1.13 使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止 

チ(5)-①使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を

防止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンク

リート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，監視

等を行うことにより，侵入防止及び出入管理（特定核燃

料物質の不法な移動及び持ち出し防止含む。）を行うこと

ができる設計とする。 

また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視する

とともに，核物質防護措置に係る関係機関等との通信連

絡を行うことができる設計とする。さらに，防護された

区域内においても，施錠管理により，使用済燃料貯蔵施

設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装

置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」と

いう。）への不法な侵入を防止する設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性を有す

る物件その他人に危害を与え，又は他の物件を損傷する

おそれがある物件の持込み（郵便物等によるリサイクル

燃料備蓄センター外からの爆発物及び有害物質の持込み

を含む。）を防止するため，核物質防護対策として，持込

み点検を行うことができる設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。以下同じ。）

を防止するため，核物質防護対策として情報システムが，

電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることが

ないように，当該情報システムに対する外部からの不正

アクセスを遮断することができる設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止するた

めの区域の設定，侵入防止及び出入管理，持込み点検，

情報システムへの外部からの不正アクセス行為の遮断を

核物質防護規定等に定め運用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

設工認のチ(5)-①は，

事業変更許可申請書

（本文）のチ(5)-①を

具体的に記載してお

り整合している。 
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事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

止措置 

ａ．区域を設定し，区域の境界を物理的障壁により

区画し，侵入防止及び出入管理を行うことができ

る設計とする。 

ｂ．探知施設を設け，警報，映像等，集中監視する

設計とする。 

(4) 不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）の防

止措置 

ａ．使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護

のために必要な設備又は装置の操作に係る情報

システムについては，電気通信回線を通じた当該

情報システムに対する外部からのアクセスを遮

断する設計とする。 

2. 使用済燃料貯蔵施設の配置 

2.2 設計方針 

(2) 人の不法な侵入等の防止 

使用済燃料貯蔵施設は，核物質防護対策として，

区域への人の不法な侵入の防止措置を考慮した設

計とする。 

2.3 全体配置 

なお，使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防

止するための区域を設定し，核物質防護対策として，

その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コン

クリート造りの壁等の障壁によって区画して，巡視，

監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理を行

う。また，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視

する設計とする。 

8. その他使用済燃料貯蔵設備の附属施設 

8.1 概要 

使用済燃料貯蔵施設の附属施設は，消防用設備，電

気設備，通信連絡設備及び人の不法な侵入等防止設備

で構成する。 

8.5 人の不法な侵入等防止設備 

8.5.1 概要 

人の不法な侵入等を防止するため，核物質防護対策

として，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンク

リート造りの壁等の障壁，探知設備を設ける。 

8.5.2 試験検査 

人の不法な侵入等防止設備は，法定検査に加え核物質防



 

チ－(5)－3 
 

添付書類 1－1 
 

事業変更許可申請書（本文四号） 事業変更許可申請書（添付書類六）該当事項 設計及び工事の計画 該当事項 整合性 備考 

護規定に基づく点検が実施可能な設計とする。  
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枠囲みの内容は核物質防護上

の観点から公開できません。 
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枠囲みの内容は核物質防護上の観点から公開できません。 

1. 概要 

本資料は，「使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則」第10条に基づき，使用済燃

料貯蔵施設への人の不法な侵入等の防止について説明するものである。 

 

 

2. 人の不法な侵入等の防止に関する設計方針 

使用済燃料貯蔵施設への人の不法な侵入を防止するための区域を設定し，核物質防護対

策として，その区域を人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁等の障

壁によって区画して，巡視，監視等を行うことにより，侵入防止及び出入管理（特定核燃

料物質の不法な移動及び持ち出しの防止措置を含む。以下同じ。）を行うことができる設

計とする。 

核物質防護上の措置が必要な区域については，侵入防止及び出入管理を効果的に行うた

め，探知施設を設け，警報，映像等を集中監視することができる設計とするとともに，核

物質防護措置に係る関係機関等との通信連絡を行うことができる設計とする。さらに，防

護された区域においても，施錠管理により使用済燃料貯蔵施設及び特定核燃料物質の防護

のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下「情報システム」という。）

への不法な侵入を防止することができる設計とする。 

使用済燃料貯蔵施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え，又

は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込み（郵便物等によるリサイクル燃料備蓄セ

ンター外からの爆発物及び有害物質の持込みを含む。以下同じ。）を防止するため，核物

質防護対策として，持込み点検を行うことができる設計とする。 

不正アクセス行為（サイバーテロを含む。以下同じ。）を防止するため，核物質防護対

策として，情報システムが，電気通信回線を通じた不正アクセス行為を受けることがない

ように，当該情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することができる設計

とする。 

 

 

3. 侵入防止及び出入管理に関する設計方針 

3.1 区域及び区画等 

 

 

  

 

防護された区域においても，核物質防護対策として，施錠管理により情報システムへ

の不法な侵入を防止する。 

 

3.2 出入管理 
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枠囲みの内容は核物質防護上の観点から公開できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 探知施設 

 

 

  

 

3.4 通信連絡 

 

 

 

 

 

 

3.5 核燃料物質等の不法な移動又は妨害破壊行為への対策 

 

 

 

  

 

 

 

 

4. 持ち込み点検に関する設計方針 
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枠囲みの内容は核物質防護上の観点から公開できません。 

5. 不正アクセス行為の防止対策に関する設計方針 

不正アクセス行為を防止するため，核物質防護対策として，情報システムが，電気通信

回線を通じた妨害破壊行為等を受けることがないように，当該情報システムに対する外部

からの不正アクセス行為を遮断する。具体的には以下のとおり。 

 


